
134,206 1,701,576

3,045 74,702

97 29,748

78 28,000

444,111 0

1,374,571 7,576

1,561 683

13,186 66

そ の 他 の 資 産 13,186 6,827

9,898 505

2,381 101

3,352 74

7,744 7

△ 3,977 180

11,263

7,744

1,861,482

15,295

11,144

11,144

73,753

4,151

69,602

固定資産圧縮積立金 39

別 途 積 立 金 66,504

繰 越 利 益 剰 余 金 3,058

100,193

28,797

△ 213

28,583

128,777

1,990,259 1,990,259

第２０７期　中 間 決 算 公 告
2018年12月21日

三重県四日市市西新地７番８号
株 式 会 社 三 重 銀 行
取締役頭取   渡辺　三憲

中間貸借対照表（２０１８年９月３０日現在）

資 本 剰 余 金

純 資 産 の 部 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

（純　資　産　の　部）

支 払 承 諾

資 本 金

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

睡眠預金払戻損失引当金

負 債 の 部 合 計

退 職 給 付 引 当 金

資 産 除 去 債 務

無 形 固 定 資 産

執行役員退職慰労引当金

支 払 承 諾 見 返

そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金

前 払 年 金 費 用

有 形 固 定 資 産

株 式 給 付 引 当 金

そ の 他 負 債

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替 未 払 法 人 税 等

そ の 他 資 産

外 国 為 替

買 入 金 銭 債 権

現 金 預 け 金 預 金

コ ー ル ロ ー ン 譲 渡 性 預 金

商 品 有 価 証 券 借 用 金

債券貸借取引受入担保金

科　　　　　　目 科　　　　　　目

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

金　　　　　額

（単位：百万円）

金　　　　　額



（単位：百万円）

13,681

9,054

（う ち 貸 出 金 利 息 ） （ 6,758 ）

（うち有価証券利息配当金 ） （ 2,230 ）

3,309

543

774

10,358

421

（う ち 預 金 利 息 ） （ 224 ）

864

8

8,860

204

3,322

－

21

3,301

764

44

809

2,492

　　　　中間損益計算書
２０１８年４月　１日から
２０１８年９月３０日まで

科　　　　　目 金                     額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益

法 人 税 等 合 計



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式につい

ては移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売

却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均

法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年 4 月 1 日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016

年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間

により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

       建  物     ３年 ～ ５０年 

      そ の 他     ３年 ～ ２０年 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、従来、定率法を採用しておりましたが、当中間期より、

1998年 4月 1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016年 4月 1日以後に取得した建物附属設備

及び構築物については定額法に変更しております。当行は、株式会社第三銀行との経営統合に伴う連結グループ会

計方針の統一を契機として、減価償却方法を見直した結果、建物等は長期安定的に使用され、その使用価値は存続

期間を通じて概ね一定であるため、使用実態に合わせて減価償却方法を定額法へ変更することが、経営の実態をよ

り適切に反映するものと判断いたしました。 

この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当中間期の経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ３８

百万円増加しております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における

利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

   「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会報告第４号 ２０１２年７月４日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当す

る債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等

に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質

破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除した残額を計上しております。 

     また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の

元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該

キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金

とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

     すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監



査部が査定結果を監査しております。 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に

帰属する額を計上しております。 

（３）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあた

り、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。な

お、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

     数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

（４）執行役員退職慰労引当金 

執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当中間期末までに発生していると認められる額を計上しております。 

（５）株式給付引当金 

株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役等への株式会社三十三フィナンシャルグループ普

通株式の給付等に備えるため、当中間期末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

（６）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備え

るため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建の資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号 ２００２年２月 

１３日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺する

ヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）

期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについて

は、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取

引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号  

２００２年７月２９日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨

建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ

手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在するこ

とを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形

固定資産等に係る控除対象外消費税等はその他の資産に計上し、5年間で均等償却を行っております。 

（会計方針の変更） 

従来、控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しておりましたが、株式会社第三銀行との経営統合に伴う連

結グループ会計方針の統一を契機として、会計処理を見直した結果、当中間期よりその他の資産に計上し、５年間

で均等償却を行う方法に変更しております。 

この変更による当中間期の中間財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

 

 



表示方法の変更 

 株式会社第三銀行との経営統合に伴う連結グループ表示方法の統一を契機として、表示方法を見直した結果、以下

の表示方法の変更を行っております。 

 

（中間損益計算書関係） 

１．従来、住宅ローン等の団体信用生命保険制度の受取配当金は、「その他経常収益」に計上しておりましたが、当中

間期より「役務取引等費用」に当該保険制度の支払保険料と相殺し計上しております。 

この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当中間期の「その他経常収益」及び「役務取引等費用」がそ

れぞれ８５百万円減少しております。 

２．従来、投資信託の解約損益は、「その他業務収益」又は「その他業務費用」に計上しておりましたが、当中間期よ

り「資金運用収益」中の「有価証券利息配当金」に計上しております。 

この変更による当中間期の中間財務諸表に与える影響はございません。 

 

 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額        １，９９１百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は１，６０３百万円、延滞債権額は１３，８６７百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（１９６５年政令第９７号）第９６条第

１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は６８百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は９５０百万円であります。 

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１６，４９０百万円で

あります。 

  なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第２４号 ２００２年２月１３日）に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は３，５２３百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第３号 ２０１４年１１月２８日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、２，００１百万円であります。 

 

 

 

 

 

 



８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

有価証券 １２２，０８４ 百万円 

 担保資産に対応する債務 

預金 ２，１５４ 百万円 

債券貸借取引受入担保金 ２９，７４８ 百万円 

借用金 ２８，０００ 百万円 

 上記のほか、為替決済、デリバティブ取引及び公金事務取扱等の取引の担保として、有価証券１５，７４３百

万円及びその他の資産５５百万円を差し入れております。 

 また、その他の資産には、金融商品等差入担保金７８１百万円、中央清算機関差入証拠金３，９００百万円及

び敷金・保証金１，０９３百万円が含まれております。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、２８７，３４５百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のも

の又は任意の時期に無条件で取消可能なものが２４２，５０１百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証

券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に

応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額    １９，３５６百万円 

11. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保

証債務の額は２４，５８０百万円であります。 

12.銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、７.８８％であり

ます。 

 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益６０４百万円を含んでおります。 

２．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額１４９百万円を含んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（有価証券関係） 

１． 満期保有目的の債券（２０１８年９月３０日現在） 

 
種 類 

中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

時価が中間貸借対照

表計上額を超える 

もの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 ５，０００ ５，０４７ ４７ 

 外国債券 ５，０００ ５，０４７ ４７ 

 その他 － － － 

小 計 ５，０００ ５，０４７ ４７ 

時価が中間貸借対照

表計上額を超えない 

もの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

 外国債券 － － － 

その他 － － － 

小 計 － － － 

合  計 ５，０００ ５，０４７ ４７ 

 

 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（２０１８年９月３０日現在） 

該当ございません。 

(注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式   １，９９１ 

 関連法人等株式 － 

合 計     １，９９１ 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．その他有価証券（２０１８年９月３０日現在） 

 
種 類 

中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

中間貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

株式 ５５，０５４ ２０，４７９ ３４，５７４ 

債券 １９３，３５６ １９１，５８０ １，７７６ 

 国債 ８１，３９９ ８０，７０１ ６９７ 

 地方債 ５５，８１７ ５５，３９３ ４２３ 

 短期社債 － － － 

 社債 ５６，１３９ ５５，４８４ ６５４ 

その他 ６７，３２９ ６０，１４５ ７，１８４ 

 外国債券 ４１，４２６ ３８，９４５ ２，４８０ 

 その他 ２５，９０３ ２１，１９９ ４，７０３ 

小 計 ３１５，７４０ ２７２，２０５ ４３，５３４ 

中間貸借対照表計上

額が取得原価を超え 

ないもの 

株式 ３２８ ３７５ △    ４７        

債券 ４０，９０９ ４１，１３３ △   ２２３          

 国債 ７，９１４ ７，９９９ △    ８４ 

 地方債 ２４，６３０ ２４，７０６ △    ７５ 

 短期社債 － － － 

 社債 ８，３６４ ８，４２８ △    ６３             

その他 ７８，５２０ ８０，７６４ △ ２，２４４       

 外国債券 ３３，５２７ ３３，８３８ △   ３１０       

 その他 ４４，９９２ ４６，９２６ △ １，９３３         

小 計 １１９，７５８ １２２，２７３ △ ２，５１５     

合  計 ４３５，４９８ ３９４，４７９ ４１，０１９   

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

株式 ７５４ 

 その他 ８６６ 

合 計   １，６２１ 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。 

 

 

（金銭の信託関係） 

 該当ございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

  繰延税金資産 

   貸倒引当金                      ９０６百万円 

減価償却                       ４４６ 

有価証券減損処理                   ２３４ 

退職給付引当金                            ２３０ 

賞与引当金                      １５２ 

その他                        ６１１ 

  繰延税金資産小計                  ２，５８１ 

  評価性引当額                  △   ５９９ 

  繰延税金資産合計                  １，９８２ 

  繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金          △ １２，２１４ 

前払年金費用                △  １，０１２ 

その他                   △     １９ 

   繰延税金負債合計               △ １３，２４６ 

   繰延税金負債の純額              △ １１，２６３百万円 

 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額           ９，５６６円３５銭 

１株当たりの中間純利益金額                  １８５円１３銭 
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